
 

 

 

先月号では、相続税の計算の基礎として、財産・債務の評価まで

を取り上げました。 

今回は、具体例を用いて、改正後（平成２７年１月１日以降）の改正後（平成２７年１月１日以降）の改正後（平成２７年１月１日以降）の改正後（平成２７年１月１日以降）の相相相相

続税の具体的な計算方法続税の具体的な計算方法続税の具体的な計算方法続税の具体的な計算方法についてご紹介させて頂きます。 

 

（１）（１）（１）（１）    具体例具体例具体例具体例    

    

・ 被相続人 田中太郎田中太郎田中太郎田中太郎    

相続人 （続柄） 相続財産・債務 取得相続財産の評価額 

田中花子田中花子田中花子田中花子    （妻）    現預金 ５，４００万円５，４００万円５，４００万円５，４００万円    

現預金 ２，５４０万円 

生命保険 ３，５００万円 

借入金※ △２，５００万円 

葬式費用※ △３００万円 

田中一郎田中一郎田中一郎田中一郎 （長男）    

小計小計小計小計 ３，２４０万円３，２４０万円３，２４０万円３，２４０万円 

田中二郎田中二郎田中二郎田中二郎 （次男） 現預金    ２，１６０万円２，１６０万円２，１６０万円２，１６０万円    

総計総計総計総計 １億８００万円１億８００万円１億８００万円１億８００万円    

 

※借入金及び葬式費用借入金及び葬式費用借入金及び葬式費用借入金及び葬式費用等の負債につきましては、財産の評価額 

からマイナスすることができます。 

 

（２）（２）（２）（２）    田中家の相続税の納税義務の判定田中家の相続税の納税義務の判定田中家の相続税の納税義務の判定田中家の相続税の納税義務の判定    

    

それでは、先月号で紹介した内容にもとづいて、具体例のケースで

相続税の計算を進めていきます。 

項目 金額 計算方法 

取得相続財産の 

評価額 

１億８００万１億８００万１億８００万１億８００万

円円円円    

 （１）の総計 

基礎控除額 ４，８００万円４，８００万円４，８００万円４，８００万円    

３千万円＋６００万円×３※ 

＝４，８００万円 

※法定相続人の数（先月号参照） 

差引金額 

（課税遺産総額） 

６千万円６千万円６千万円６千万円    

１億８００万円－４，８００万円 

＝６，０００万円 

 

以上より、差引金額がプラスになりますので、田中家には相続税の

納税義務が発生することになります。 

 

（３）（３）（３）（３）    田中家の相続税の合計額の計算田中家の相続税の合計額の計算田中家の相続税の合計額の計算田中家の相続税の合計額の計算    

 

次に、（２）で計算した課税遺産総額６，０００万円６，０００万円６，０００万円６，０００万円を法定相続割法定相続割法定相続割法定相続割

合※合※合※合※で各相続人に按分し、按分した金額ごとに相続税速算表（後相続税速算表（後相続税速算表（後相続税速算表（後

掲）掲）掲）掲）の金額を乗じます。その金額の合計が田中家の相続税の合計額 

となります。 

※配偶者が１／２、子が１／２ （２人以上の場合、人数で按分） 

 

 

 

 

個人別に計算する所得税や住民税と違い、 

① まず「○○家」の相続税の合計額を計算する「○○家」の相続税の合計額を計算する「○○家」の相続税の合計額を計算する「○○家」の相続税の合計額を計算する    

② 各相続人の納税額については、①で計算した相続税の合計額

を取得相続財産の評価額の比で各相続人に按分取得相続財産の評価額の比で各相続人に按分取得相続財産の評価額の比で各相続人に按分取得相続財産の評価額の比で各相続人に按分する 

という点が、相続税の計算における大きな特徴といえます。 

 

（４）（４）（４）（４）    田中家の各相続人の相続税額の計算田中家の各相続人の相続税額の計算田中家の各相続人の相続税額の計算田中家の各相続人の相続税額の計算    

 

最後に、（３）で計算した合計額７５０万円７５０万円７５０万円７５０万円を、（２）の取得相続財

産全体の評価額に占める各相続人の取得相続財産の評価額の比各相続人の取得相続財産の評価額の比各相続人の取得相続財産の評価額の比各相続人の取得相続財産の評価額の比

でででで按分按分按分按分し、各相続人の負担すべき相続税額を計算します。 

 

※被相続人の配偶者配偶者配偶者配偶者の場合、相続財産全体の評価額に占める 

取得相続財産の評価額が法定相続分法定相続分法定相続分法定相続分（１億６千万円以下であ 

れば１億６千万円）以下以下以下以下であれば、相続税は課税されません相続税は課税されません相続税は課税されません相続税は課税されません。    

    

各相続人の取得相続財産の評価額及び割合（（１）参照） 

相続人 取得相続財産の評価額 全体に占める割合 

田中花子田中花子田中花子田中花子    ５，４００万円５，４００万円５，４００万円５，４００万円    ０．５ 

田中一郎田中一郎田中一郎田中一郎    ３，２４０万円３，２４０万円３，２４０万円３，２４０万円    ０．３ 

田中二郎田中二郎田中二郎田中二郎    ２，１６０万円２，１６０万円２，１６０万円２，１６０万円    ０．２ 

合計合計合計合計     １億８００万円１億８００万円１億８００万円１億８００万円 １ 

 

○ 田中家の各相続人の相続税額の計算 

① 田中花子 

７５０万円×０．５＝３７５万円 

ただし、５，４００ただし、５，４００ただし、５，４００ただし、５，４００万円万円万円万円≦≦≦≦１億６千万円１億６千万円１億６千万円１億６千万円        ∴∴∴∴    相続税相続税相続税相続税額額額額    ０円０円０円０円 

② 田中一郎 

７５０万円×０．３＝２２５万円   ∴∴∴∴    相続税相続税相続税相続税額額額額    ２２５万２２５万２２５万２２５万円円円円 
③ 田中二郎 

７５０万円×０．２＝１５０万円   ∴∴∴∴    相続税相続税相続税相続税額額額額    １５０万円１５０万円１５０万円１５０万円 
相続税の合計額相続税の合計額相続税の合計額相続税の合計額    ３７５万円３７５万円３７５万円３７５万円    

 

今回のケースにおきましては、配偶者の田中花子が相続財

産の法定相続分である１／２を相続しますので、「配偶者の税

額軽減」が有効に活用され最終の相続税額は３７５万円とな

っておりますが、仮に全ての財産を長男、次男のみで相続した全ての財産を長男、次男のみで相続した全ての財産を長男、次男のみで相続した全ての財産を長男、次男のみで相続した

場合場合場合場合は、配偶者軽減が適用されず、７５０万円の相続税額７５０万円の相続税額７５０万円の相続税額７５０万円の相続税額と

なってしまいます。 

二次相続への配慮二次相続への配慮二次相続への配慮二次相続への配慮も必要ですが、まずは「配偶者の税額軽「配偶者の税額軽「配偶者の税額軽「配偶者の税額軽

減」減」減」減」を有効に活用できる遺産分割を行うのが相続における基

本路線と言えるでしょう。 

相続人 課税遺産総額 相続税額 計算方法 

田中花子田中花子田中花子田中花子    ３千万円３千万円３千万円３千万円    ４００万円４００万円４００万円４００万円    

６千万円×１／２＝３千万円 

３千万円×１５％－５０万円 

＝４００万円 

田中一郎田中一郎田中一郎田中一郎    １，５００万円１，５００万円１，５００万円１，５００万円    １７５万円１７５万円１７５万円１７５万円    

６千万円×１／４＝１，５００万円 

１，５００万円×１５％－５０万円 

＝１７５万円 

田中二郎田中二郎田中二郎田中二郎    １，５００万円１，５００万円１，５００万円１，５００万円    １７１７１７１７５万円５万円５万円５万円    同上 

合計合計合計合計    ６千万円６千万円６千万円６千万円    ７５０万円７５０万円７５０万円７５０万円 （田中家の相続税の合計額）（田中家の相続税の合計額）（田中家の相続税の合計額）（田中家の相続税の合計額） 

＜相続税速算表＞＜相続税速算表＞＜相続税速算表＞＜相続税速算表＞    

法定相続分の各相続人の取得価額 税率・控除額 

１，０００万円以下 ×１０％ 

１，０００万円超 ３，０００万円以下 ×１５％－５０万円 

３，０００万円超 ５，０００万円以下 ×２０％－２００万円 

５，０００万円超 １億円以下 ×３０％－７００万円 

１億円超 ２億円以下 ×４０％－１，７００万円 

２億円超 ３億円以下 ×４５％－２，７００万円 

３億円超 ６億円以下 ×５０％－４，２００万円 

６億円超 ×５５％－７，２００万円 
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